
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

第 839号 平成 28年３月５日 

飯野町団地入居者募集（2LDK タイプ） 

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。 

○対 象 者…平成 23 年３月 11 日時点で村に居住していた①または②

に該当する世帯。 

①高校生以下の子どものいる世帯。 

②子どもはいないが、申込者もしくはその配偶者（婚約者含む）の年

齢が 40歳未満で同居する世帯。 

○募集戸数…木造長屋２階建２LDK １戸（福島市飯野町大久保字馬場田１） 

○募集期間…３月７日（月）～３月 25日（金） 

※応募多数の場合、抽選。 

○提出書類…①申込書②所得のある方全員の平成 27 年度所得証明書

③家族全員の住民票 

問復興対策課建設管理係（村役場本庁舎☎0244-42-1624） 

県復興公営住宅の入居者を募集しています  

県では、現在建築中の南相馬市上町、南町地区の復興公営住宅におけ

る入居者の定期募集しています。 
 

○対 象 者…平成 23年３月 11日時点で飯舘村民であること 

○募集期間…３月 11日（金）まで（当日消印有効） 

○募集戸数…３戸 

≪内訳≫ ①上町団地：１戸（優先住宅：３ＬＤＫ） 

     ②南町団地：１戸（優先住宅：２ＬＤＫ） 

           １戸（優先住宅：３ＬＤＫ） 

○入居可能月…上町団地：平成 28年 10～12月（予定） 

南町団地：平成 28年７～９月（予定） 

※住宅の詳細は、同封チラシをご覧ください。 
 

【問い合わせ先】福島県復興公営住宅入居支援センター 

〒960-8043 福島市中町８－２【福島県自治会館７階】 

    ☎０２４－５２２－３３２０【専用ダイヤル】 

      （受付時間：午前８時～午後５時 15分 土日・祝日を除く）   

村共益費交付金制度のお知らせ  
共益費の 1/2 が交付されます 

村では、避難先で共益費を支払っている方に対して、次のとおり交付

金を交付します。 

〇対象経費…平成 27 年４月分から平成 28 年３月分までの共益費 

※共 益 費…外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支 

出する費用。内容は契約により異なりますので、ご確認下さい。家賃 

に共益費が含まれる場合があります。 

〇交 付 額…支払った共益費の 1/2（円未満切り捨て） 

〇申請方法 

申請用紙に記入・押印し、領収書等の支払額が証明できるもの、振り 

込み先の通帳の写しを添付し、生活支援対策課まで提出ください。 

※申請用紙は生活支援対策課または村ホームページより取得ください。 

〇受付期間…３月７日（月）～３月 22日（火） 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 土日・祝日を除く） 

問生活支援対策課生活支援係（飯野出張所☎024-562-4249）

介護保険一部負担金の免除期間が延長されます  

介護保険を利用されている方へのお知らせです。介護サービス利用一

部負担金の免除期間が、平成 29年２月 28日まで延長されます。飯舘村の

住所が記載されている被保険者証の提示で免除になります。免除証明書

は発行しませんので、必ず被保険者証を提示してください。 

問健康福祉課福祉係（飯野出張所☎024-562-4259） 

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ  
平成 27年度の紙おむつクーポン券は、利用できる期間が平成 28年３

月 15日までとなっておりますので、それまでにご利用ください。 

上記期間以降は使用できません。ご注意ください。 

問飯舘村地域包括支援センター（飯野出張所☎024-562-4214） 

避難先住所が変わる場合は早めに役場に届出を！ 

引っ越し等により避難先住所が変わる場合は、なる

べく早く役場まで届け出いただくようお願いします。 

村に届け出が提出された避難先情報を元に村の広報物、

各種ご案内、避難に関する情報や国・県のお知らせなど

を送付しています。大切なお知らせが、届かない場合がありますので、必ず

届け出ください。 

○郵便転送サービスを申し込んでいる方へ  

転送期間は、届け出日から 1年間です。再度手続をすることで更に１

年間更新することができますので、手続きをお願いします。 

問生活支援対策課生活支援係（飯野出張所☎024-562-4249） 

平成 28年度飯舘村スクールバス助手募集 

飯舘村教育委員会では、次によりスクールバス助手を募集します。 

採用職種…スクールバス助手 若干名(通年雇用) 
勤務時間…午前６時～９時・午後２時～６時 45分 

給 与 等…村規定による 
応募期限…３月 18日（金）必着 後日、面談 

応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送 
     〒960-1301 福島市飯野町字後川 10-2  

問飯舘村教育委員会(飯野出張所☎024-562-4257) 

平成 28年度学童・預かり保育職員募集 

村では、学童・預かり保育職員を募集します。 

○採用職種…学童・預かり職員若干名（通年雇用） 

○業務内容…幼稚園・小学校の保育及び生活指導 

○勤務場所…草野・飯樋幼稚園敷地内 

福島市飯野町大久保字芝垣 16－2 

○勤務時間…授業日（月～金曜日）午後１時～午後７時 

土曜日、長期休業日 午前７時 15分～午後７時の範囲で２交代制 

○給 与 等…村規定による 

○応募期限…３月 18 日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送 

      〒960-1301 福島市飯野町字後川 10-2  

○選考試験…面接試験を行います。 

問教育課学校教育係（飯野出張所☎024-562-4257） 

飯舘村交流センター（公民館）愛称募集中  
  

 

 

 

村では、８月開館予定の「飯舘村交流センター（公民館）」の愛称を

募集しています。 

 村民はもとより、村外の皆さんと情報交換ができる地域コミュニティ

の拠点となる施設です。平屋建ての木のぬくもりが溢れる建物は、200

人が収容できる木造の円形多目的ホールと視聴覚室や大小研修室があ

り、各種集会や生涯学習の場として利用できます。 

○募集期間…３月 31日（木）必着 

○応募方法 

（１）応募箱に備え付けの応募用紙に記入し、応募箱へ投函ください。 

（２）下記の①～⑥項目を記入し、飯舘村教育委員会へ（郵送、FAX可） 

   ①公民館「飯舘村交流センター」の愛称、②氏名（ふりがな） 

   ③年齢、④性別、⑤住所、⑥連絡先（電話番号） 

 ○表  彰…受賞者１人に３万円相当の副賞を開館式時に贈呈いた

します。 

申込・問先飯舘村教育委員会 教育課生涯学習係（飯野出張所） 

〒960-1301 福島県福島市飯野町字後川 10-2 

☎024-562-4240 FAX024-562-2466 

飯舘村で採取した山菜は食べないでください   
 暖かくなり、村内の山にも山菜が出る時期となりますが、村の山菜に

は摂取制限および出荷制限が出されています。 

村内で採取した山菜などは食べたり譲ったりしないでください。 

問復興対策課農政係（村役場本庁舎☎0244-42-1621） 



村携帯サイトへアクセス 
村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 

ホッとサロン「てとて」の開催について  

福島市社会福祉協議会では、福島市内に避難されている方の集いの場

として、月２回のサロン「ホッとサロン『てとて』」を開催しています。

参加希望の方は、当日会場までお越し下さい。 

また、今回は、２回目の会場が変更となっていますので 

ご確認下さい。皆さんの参加をお待ちしております。 

開催日 会 場 時 間 

3 月 9 日

（水） 

福島市保健福祉センター5階 大会議室 

福島市森合町 10番 1号 
午前９時 30分

～ 

午前 11時 30分 
3 月 23 日

（水） 

A・O・Z（アオウゼ） 

福島市曽根田町 1-18 MAXふくしま 4階 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-533-8881） 

各行政区の放射線測定値  
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値

は次のとおりです。今回の空間線量は、雪による“遮へい効果”により、

空間線量が低値になっています。単位は全て㍃シーベルト/時となりま

す。 

※は除染完了または除染途中の箇所です。 

【農地】（地上から１m及び 1cmの高さで測定） 

行政区 小字地内 
 2月 10日 2月 3日 

1ｍ 1cｍ 1ｍ 1cm 

１※ 草野字大谷地地内 0.21 0.21 0.19 0.18 

２※ 深谷字原前地内 0.14 0.14 0.14 0.14 

３ 伊丹沢字山田地内 0.75 0.78 0.63 0.74 

４※ 関沢字中頃地内 0.31 0.24 0.25 0.22 

５※ 小宮字曲田地内 0.25 0.23 0.23 0.22 

６※ 八木沢字上八木沢地内 0.29 0.29 0.25 0.26 

７ 大倉字湯舟地内 0.53 0.71 0.50 0.65 

８※ 佐須字佐須地内 0.24 0.21 0.20 0.20 

９※ 草野字柏塚地内 0.15 0.17 0.15 0.13 

10※ 飯樋字下桶地内地内 0.35 0.35 0.32 0.32 

11※ 飯樋字一ノ関地内 0.31 0.38 0.35 0.42 

12※ 飯樋字笠石地内 0.29 0.29 0.27 0.27 

13※ 飯樋字原地内 0.30 0.41 0.44 0.42 

14※ 比曽字比曽地内 0.40 0.37 0.33 0.37 

15 長泥字長泥地内 1.87 1.90 1.77 1.81 

16※ 蕨平字木戸地内 0.43 0.42 0.35 0.37 

17※ 松塚字神田地内 0.13 0.13 0.12 0.12 

18※ 臼石字町地内 0.36 0.36 0.28 0.31 

19※ 前田字福田地内 0.40 0.35 0.34 0.34 

20※ 二枚橋字町地内 0.21 0.18 0.19 0.20 

【宅地】（地上から１m及び 1cmの高さで測定） 

行政区 小字地内 
2月 10日 2月 3日 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１※ 草野字大師堂地内 0.25 0.25 0.24 0.24 

２ 深谷字大森地内 0.79 1.25 0.71 1.08 

３ 伊丹沢字山田地内 0.84 0.95 0.69 0.72 

４※ 関沢字中頃地内 0.42 0.48 0.36 0.43 

５ 小宮字曲田地内 0.78 0.78 0.70 0.71 

６※ 芦原白金地内 0.36 0.38 0.35 0.36 

７※ 大倉字大倉地内 0.16 0.15 0.13 0.12 

８※ 佐須字虎捕地内 0.28 0.30 0.25 0.25 

９※ 草野字大坂地内 0.32 0.48 0.27 0.30 

10※ 飯樋字町地内 0.16 0.16 0.15 0.16 

11 飯樋字割木地内 0.56 1.06 0.63 0.65 

12※ 

草野字

大師堂

地内 

２※ 

深谷字

大森地

内 

４※ 

関沢字

中頃地

内 

飯樋字笠石地内 0.19 0.18 0.14 0.15 

13※ 飯樋字宮仲地内 0.32 0.28 0.28 0.32 

14※ 比曽字中比曽地内 0.30 0.35 0.26 0.26 

15 長泥字曲田地内 0.83 2.24 0.76 1.92 

16※ 蕨平字蕨平地内 0.27 0.28 0.28 0.28 

17※ 関根字押木内地内 0.23 0.21 0.21 0.21 

18※ 臼石字菅田地内 0.24 0.25 0.22 0.21 

19※ 前田字古今明地内 0.22 0.24 0.21 0.23 

20※ 須萱字水上地内 0.09 0.07 0.07 0.07 

建物取 り壊 し届 け出 を忘れないで！  
ご自分の建物を取り壊した場合は、必ず届け出をしてください。 

特に、昨年中（平成 27年）に取り壊した建物（環境省による家屋解

体を含む）があり、届け出をしていない場合はご提出ください。 

この届け出を受けて、固定資産台帳から該当の建物を確認して抹消い

たします。 

届出書は、住民課税務係に所定の様式「建物（家屋）取り壊し届出書」

がありますので、ご来庁のうえ手続きをしてください。 

問住民課税務係（飯野出張所☎024-562-4207） 

あなたの自動車は正しく登録されていますか？  
 自動車税は、毎年４月１日現在で車検証上の所有者となっている方に

課税されます。自動車を下取りに出した場合や他人に譲り渡した場合、

廃車した場合等には、平成 28年３月 31日までに必ず下記の運輸支局で

名義変更や抹消登録の手続きをお願いします。 

 ○自動車税に関する問い合わせ先 

 福島県相双地方振興局県税部    ☎0244-26-1127 

 ○自動車の登録手続きに関する問い合わせ先 

 国土交通省東北運輸局福島運輸支局 ☎050-5540-2015 

マッサージコミュ二ケーションのお知らせ 
 川俣地区、伊達方部飯舘自治会では、借上住宅入居者を対象とする「マ

ッサージコミュニケーション」を開催します。参加費無料ですので、参

加希望の方は、下記まで申込みください。 

 ○施 術…タイ式マッサージ師 佐藤真紀先生 

○申込み…３月１１日（金）まで ※各回、９人まで 

開催日 場所 時間 申し込み先 

3月 15日（火） 
仲町児童センター 

（南相馬市） 

午後１時～ 

午後４時 

南相馬市自治会 

☎0244-23-3700 

３月 25日（金） 
きつつきの会 

集会所（川俣町） きつつきの会 

☎024-566-3370 
３月 28日（月） 

保原中央交流館 

（伊達市） 

問きつつきの会集会所（☎024-566-3370） 

村 内 セ ブ ンイ レ ブ ン従 業 員 募 集  
○勤務時間、休日…面接時、応相談 ※開店時間午前６時～午後８時 

○雇用形態…フルタイムまたはパートタイム 

○給  与…時給 1,250円 交通費支給 

※応募される方は、下記まで履歴書をお送りください。 

〒960-1801 飯舘村草野字大師堂 1番地 セブンイレブン飯舘村仮設店舗店  

問セブンイレブン飯舘村仮設店舗店（☎0244-42-1177） 

住まいの復興給付金申請相談会のお知らせ 
申請の対象可否の相談、申請書の記入方法等「住まいの復興給付金」

にかかるお悩みやご質問に相談員がお答えします。※会場では申請書類

を提出いただくことはできません。 

 住まいの復興給付金とは… 

「住まいの復興給付金」は東日本大震災で被災した住宅の所有者が、消

費税率８％引上げ(平成26年４月１日)以降に住宅を建築・購入、または

補修(工事費が税抜100万円以上)し、その後居住する場合に、消費税増

税分相当（最大約90万円／建築・購入で申請した場合）の給付が受けら

れる制度です。 

日程 時間 会場 

３月25日(金) 午前10時～午後４時30分 南相馬市役所本庁舎 

３月26日(土) 午前10時～午後４時30分 道の駅南相馬ホール 

「住まいの復興給付金」に関するお問合せは・・・ 

住まいの復興給付金事務局コールセンター ☎0120-250-460（無料） 

受付時間／午前９時～午後５時(土日・祝日含む) 

 


